
四日市市告示第 ７７ 号 

 

 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に

基づき、次のとおり公告する。 

 なお、「別紙図面」は省略し、四日市市 都市整備部 市街地整備・公園課において縦覧する。 

 

 令和３年 ３月 ３日 

 

 

四日市市長 森 智広  

 （ 都市整備部 市街地整備・公園課 ） 

公園名 位置及び区域 面積（ｍ²） 供用開始日 

坂部が丘 

加圧ポンプ場広場 
四日市市坂部が丘四丁目１番３ 631.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

末永１号公園 四日市市末永町１３３４番地 2,001.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

西阿倉川５号公園 四日市市大字西阿倉川字北山１７２０番１８ 113.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

大矢知町２号公園 四日市市大矢知町字尻江３４５番８ 108.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

大矢知町３号公園 四日市市大矢知町御幸林１３５８番９ 287.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

東坂部菖蒲谷公園 四日市市東坂部町東菖蒲谷３９５番３ 100.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

生桑大峡１号公園 四日市市生桑町大峡１８５０番４ 143.00m2 令和 3 年 3 月 9 日 

波木東亀ヶ谷１号公園 

四日市市波木町字東亀ヶ谷３３７番１５ 

        〃        ３３７番１８ 

        〃        ３４８番２１ 

113.13m2 令和 3 年 3 月 9 日 


